
研究責任者(申請者) 医療法人社団ＭＹメディカル倫理委員会事務局

①新規審査申請書類を提出

理事長
⑤研究の許可 ④審査結果通知書の最終承認

医療法人社団ＭＹメディカル倫理委員会

・倫理委員会の開催
委員長/副委員長、常勤医師、
看護部・臨床検査部・放射線部の各部門長
事務長で構成し、適宜 その他関係者を委員とする。

②倫理委員会開催可否の決定③審査結果通知書の発行

〜申請から承認までの流れ〜

臨床倫理検討チームの立ち上げ、審議

(職員が直面する倫理的配慮が必要な診療行為に
関わる全ての課題）

申請

倫理委員会委員長

適切な医療の実施

委員会審議の必要性の判断

申請者に通知

理事長

審議記録の報告

臨床倫理対応
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